
◎
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
及
び

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関

す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
七
日
法
律
第
一
一
九
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
・
衆
議
院
本
会
議
）

○
江
藤
拓
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
我
が
国
の
領
海
及
び
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
外
国
漁
船

の
違
法
操
業
の
実
態
等
に
鑑
み
、
外
国
人
の
漁
業
等
の
禁
止
ま
た
は
許
可

に
係
る
違
反
及
び
立
入
検
査
の
拒
否
等
に
関
す
る
罰
則
の
強
化
等
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
本
日
、
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
、
全
会
一
致
を
も
っ
て

委
員
会
提
出
の
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
外
国
漁
船
に
よ
る
違
法
操
業
の
取

締
り
に
関
す
る
件
を
本
委
員
会
の
決
議
と
し
て
議
決
し
た
こ
と
を
申
し
添

え
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
決
議（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
）

我
が
国
の
領
海
や
排
他
的
経
済
水
域
で
の
外
国
漁
船
に
よ
る
違
法
操
業

は
、
我
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
水
産
資
源
管
理
の
取
組
や
我
が
国
漁
業

者
に
よ
る
円
滑
な
漁
場
利
用
に
対
す
る
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
確
実
な
取
締
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
中
国
漁
船
の
大
量
越
境

操
業
へ
の
対
応
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、「
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
及
び
排
他
的

経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
施
行
に
当
た
り
、
左
記
事
項
の
実
現

に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

記

一

外
国
漁
船
の
違
法
操
業
に
係
る
罰
則
の
強
化
等
に
対
応
し
、
水
産
庁

及
び
海
上
保
安
庁
に
よ
る
漁
業
取
締
体
制
の
一
層
の
充
実
、
強
化
を
図

る
こ
と
。

二

漁
業
取
締
船
、
巡
視
船
艇
、
航
空
機
の
整
備
、
充
実
に
努
め
る
と
と

も
に
、
違
法
操
業
の
現
場
を
確
実
に
捕
捉
す
る
た
め
、
小
型
高
速
艇
の

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
及
び
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権

利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
九



導
入
を
検
討
す
る
こ
と
。

三

近
隣
諸
国
の
事
例
に
鑑
み
れ
ば
、
取
締
時
に
お
け
る
外
国
漁
船
側
の

抵
抗
の
激
化
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
漁
業
監
督
官
等
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
、
装
備
等
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

二
、
参
議
院
農
林
水
産
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
九
日
）

○
山
田
俊
男
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
農
林
水
産
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
領
海
及
び
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
外
国

漁
船
の
違
法
操
業
の
実
態
に
鑑
み
、
外
国
人
の
漁
業
等
の
禁
止
又
は
許
可

に
係
る
違
反
及
び
立
入
検
査
の
拒
否
等
に
関
す
る
罰
則
を
強
化
す
る
等
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
の
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
長
江
藤

拓
君
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
）

我
が
国
の
領
海
や
排
他
的
経
済
水
域
で
の
外
国
漁
船
に
よ
る
違
法
操
業

は
、
我
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
水
産
資
源
管
理
の
取
組
や
我
が
国
漁
業

者
に
よ
る
円
滑
な
漁
場
利
用
に
対
す
る
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
確
実
な
取
締
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
中
国
漁
船
の
大
量
越
境

操
業
へ
の
対
応
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全

を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

外
国
漁
船
の
違
法
操
業
に
係
る
罰
則
の
強
化
等
に
対
応
し
、
水
産
庁

及
び
海
上
保
安
庁
に
よ
る
漁
業
取
締
体
制
の
一
層
の
充
実
、
強
化
を
図

る
こ
と
。

二

漁
業
取
締
船
、
巡
視
船
艇
、
航
空
機
の
整
備
、
充
実
に
努
め
る
と
と

も
に
、
違
法
操
業
の
現
場
を
確
実
に
捕
捉
す
る
た
め
、
小
型
高
速
艇
の

導
入
を
検
討
す
る
こ
と
。

三

近
隣
諸
国
の
事
例
に
鑑
み
れ
ば
、
取
締
時
に
お
け
る
外
国
漁
船
側
の

抵
抗
の
激
化
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
漁
業
監
督
官
等
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め
、
装
備
等
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
及
び
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権

利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
〇


